
～　相続コンサルティングの流れと報酬の仕組み　～

※ 契約期間内に限度回数を超えて面談対応をご希望の場合は、
　 1回 15,000円を申し受けます。（契約期間満了時にご清算となります。）

無料相談
相続コンサルタント業務委託
契約書の締結・報酬額の清算

契約期間の満了
立替実費のご清算

※ コンサル業務 スタート契 約 ご清算相 談

契約終了

契約更新
又は

ご清算 通 知

契約終了又は、
契約更新を選択。
書面にて手続き。
立替実費の清算。

※契約期間はご依頼いただく
　プラン毎に異なります。

※ご契約の種類
① 相続コンサルプラン
② 部分対策プラン
③ 遺産分割協議取りまとめプラン

～　当初 契約期間満了後の流れと報酬の仕組み　～

※ 契約期間満了後、契約を更新される場合、顧問報酬 月額 15,000円がかかります。
※ 面談による業務がある場合は、上記 顧問報酬に ＋15,000円がかかります。
※ 契約更新後は毎月のご清算となります。（翌月分を前月末日までにお支払）

※面談あり
30,000円

※面談無し

更新後 1ヶ月目 更新後 ２ヶ月目 更新後 ３ヶ月目 契約終了後

15,000円

契約終了

ご清算 ご清算  通 知 業務完了
・情報誌の提供
・無料セミナー案内
・動画コンテンツ提供
  （※今後、公開の予定）

契約終了の旨、まずは弊社にご通知（お電話、メール等）下さい。
ご通知いただいた日を基準日として、弊社の立替実費などの、
ご清算及び契約終了の書面手続きをさせていただきます。

以下のような 無料サービスを提供し、
引き続きフォローさせていただきます。


